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午後３時００分開会 

○渡辺会長 本日は、年度末のお忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとうござ

います。 

  本日の進行をいたします会長の渡辺清人でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  本日の会議終了時間を17時としております。活発な御審議をいただけるよう、会議の円

滑な進行に努めてまいりますので、皆様、御協力のほどよろしくお願いいたします。 

  それでは、令和７年度第２回新宿区国民健康保険運営協議会を開催します。 

  最初に、事務局より保険者と事務局職員の紹介と、本日の委員の欠席などについて御報告

をお願いいたします。 

  では、事務局お願いします。 

○石原健康部長 それでは、初めに、保険者と事務局職員を紹介させていただきます。 

  保険者の吉住健一新宿区長でございます。 

○吉住区長 吉住です。よろしくお願いいたします。 

○石原健康部長 寺田好孝副区長でございます。 

○寺田副区長 寺田でございます。よろしくお願いいたします。 

○石原健康部長 菅野秀昭健康部副部長でございます。 

○菅野健康部副部長 よろしくお願いいたします。 

○石原健康部長 井出修医療保険年金課長でございます。 

○井出医療保険年金課長 よろしくお願いいたします。 

○石原健康部長 栗木広道滞納対策課長でございます。 

○栗木滞納対策課長 よろしくお願いいたします。 

○石原健康部長 そして、私は健康部長、石原美千代でございます。 

  以上、保険者と事務局職員の紹介をさせていただきました。 

  続きまして、本日の委員の御欠席についてです。 

  まず、保険医・保険薬剤師を代表する委員の岡部富士子委員と安藤策郎委員、被用者保険

等保険者を代表する委員の大石昇委員の３名につきましては、御都合により本日御欠席の

旨、事前に御連絡をいただいております。 

  以上、事務局からの報告でした。 

  それでは、会長にお返しいたします。 

○渡辺会長 ありがとうございました。 
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  それでは、会議の定足数を確認いたします。 

  本日、会場に御出席いただいております委員は、会長を含めて26名でございます。欠席

が３名、そしてお１人、20分ほど遅刻して参加の御予定でございますので、よろしくお願

いいたします。 

  したがいまして、新宿区国民健康保険運営協議会規則第６条第２項に基づき、本日の会議

は成立しておりますことを御報告申し上げます。 

  議事に入ります前に、新宿区国民健康保険運営協議会規則第８条第２項に基づき、会議録

の署名委員を岡田幸男委員、そして橋口一弘委員にお願いしたいと思います。御両名様、

どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、本日の運営協議会の傍聴について、委員の皆様にお諮りしたいと思います。 

  諮問機関である当会議の傍聴につきましては、公開が原則となっておりますので、傍聴を

許可したいと思いますが、皆様いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○渡辺会長 異議なしとのことでございますので、傍聴を許可したいと思います。 

  それでは、事務局の方、傍聴者の入場をお願いいたします。 

（傍聴者入場） 

○渡辺会長 それでは、ここで議題に入る前に、保険者である区長から御挨拶をいただきます。 

  区長。よろしくお願いいたします。 

○吉住区長 区長の吉住健一でございます。 

  委員の皆様におかれましては、日頃から新宿区国民健康保険の安定的な運営に御協力をい

ただき、心より感謝を申し上げます。 

  さて、本日は、「新宿区国民健康保険料率の改定について」など３件について御審議いた

だきたく諮問させていただきました。令和８年度の保険料率につきましては、昨年11月に

東京都から納付金試算額が示されて以降、特別区長会において検討を重ねてまいりました。 

  後ほど担当課長が詳細を御説明いたします。御審議のほどどうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

○渡辺会長 ありがとうございました。 

  それでは、本日の議事に入ります。 

  まず、諮問事項についてでございます。 

  今回、新宿区長より「新宿区国民健康保険料率の改定について」、「低所得者の保険料の
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減額基準の改定について」、「新宿区国民健康保険料における前納制の導入について」の

３件について諮問されております。 

  では、これらの諮問事項について、３件一括して事務局から説明をお願いいたします。 

  医療保険年金課長。 

○井出医療保険年金課長 医療保険年金課長でございます。 

  それでは、諮問事項３件について、一括で御説明をさせていただきます。着座で説明をさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

  御説明の資料に関しましては、「令和７年度第２回新宿区国民健康保険運営協議会・審議

事項資料」を主に、「参考資料１」についてもわずかながらでございますけれども、使用

いたしますので、よろしくお願いいたします。 

  「参考資料２」につきましては、基礎統計や制度等の説明資料となっておりますので、補

足として御活用いただければと思います。 

  それでは、まず、審議事項資料の表紙をめくっていただいて、１ページ目を御覧ください。 

  諮問事項の１つ目、「新宿区国民健康保険料率の改定について」でございます。 

  まず、こちらのほう、東京都から示された令和８年度の事業費納付金総額を受けまして、

この事業費納付金を被保険者の皆様からの保険料によって賄うため、特別区長会が協議の

上、２月12日の区長会総会で特別区の基準保険料率が決定されたところでございます。 

  新宿区におきましては、この特別区基準保険料率を採用しておりますので、令和８年度新

宿区国民健康保険料率の（案）は表のとおりとなります。 

  令和７年度現在、国民健康保険料は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分

の３区分から構成されていますが、８年度から新たに子ども・子育て支援納付金分が加わ

るところでございます。 

  まず、医療給付費分ですが、こちらは純粋に保険給付に充てられる部分となります。 

  次に、後期高齢者支援金分につきましては、75歳以上の全国民が加入する後期高齢者医

療制度を支えるためのもので、国民健康保険に限らず、74歳までの方全員に支援が求めら

れるところでございます。 

  次に、介護納付金分は、介護保険制度の第２号被保険者である40から64歳までの全国民

に対する介護保険料とも言えるもので、医療保険と併せて保険料を納める仕組みとなって

いるものでございます。 

  次に、令和８年度から徴収が開始となる子ども・子育て支援納付金分は、児童手当などの
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こども・子育て世帯向けの給付に充てるために、国民健康保険に限らず、全世代に支援が

求められることになります。 

  では、次に４区分ごとの令和８年度の保険料率について御説明させていただきます。 

  医療給付費分は、所得割率がマイナス0.2ポイント減の7.51％、均等割は300円増の４万

7,600円、賦課限度額は１万円増の67万円です。 

  後期高齢者支援金分は、所得割率が0.11ポイント増の2.80％、均等割額は800円増の１万

7,600円、賦課限度額は据え置きの26万円です。 

  介護納付金分に関しましては、所得割率が0.18ポイント増の2.43％、均等割額は1,200円

増の１万7,800円、賦課限度額は据え置きの17万円です。 

  子ども・子育て支援納付金分は、所得割率が0.27％、均等割額は1,873円、賦課限度額は

３万円です。 

  なお、均等割額の1,873円は、1,800円に、18歳未満の均等割の軽減相当分73円を上乗せ

した金額です。 

  続きまして、２ページ目を御覧ください。 

  昨年12月の運営協議会では、仮係数に基づく事業費納付金額の速報値について御説明さ

せていただきましたが、１月に入りまして、確定係数に基づく最終的な納付金額が東京都

から示されましたので御説明をさせていただきます。 

  こちらは東京都全体に係る数字ですが、左下の表にあります被保険者数に関しましては、

前年度から2.4％の減、１人当たり給付費等に関しましては、診療報酬の改定の影響を見込

み1.6％の増となっているところでございます。 

  続きまして、事業費納付金総額は0.8％増、被保険者数が減少していることから、１人当

たりの事業費納付金額は3.6％の増となっているところでございます。 

  なお、１人当たりの納付金額は、12月にお示しした仮係数の段階では前年度より5.7％の

増でしたが、最終的には令和７年度と比較しまして3.6％の増となったところでございます。 

  右下の囲みの中に、１人当たり納付金額の増加の要因について簡単にお示しをしていると

ころでございます。こちらに関しましては、子ども・子育て支援納付金の新設が最も影響

が大きくなっているところでございます。 

  続きまして、３ページ目を御覧ください。 

  こちらでは、東京都全体の納付金額の増減要因について、区分別に説明をさせていただき

ます。 
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  まず、医療給付費分についてですが、１人当たりの給付費は診療報酬改定の影響を見込ん

だため増となりましたが、令和６年度に発生いたしました決算剰余金のうち182億円を今回

の納付金の減算に活用した結果、納付金額はマイナス3.4％の減、１人当たりの金額も１％

の減になったところでございます。 

  後期高齢者支援金分、それから、介護納付金分に関しましては、高齢化等による医療費、

介護給付費の増加が要因となっているところでございます。 

  子ども・子育て支援納付金分につきましては、これは制度の開始により純増となっている

ところでございます。 

  続きまして、４ページ目を御覧ください。 

  こちらは、東京都から示された納付金額を、特別区全体でまとめた資料でございます。 

  各区は、納付金相当額を被保険者から徴収し東京都に納付する仕組みであるため、この納

付金の状況が保険料率に反映されます。 

  特別区全体の１人当たりの納付金額は3.2％の増となっておりまして、先ほど説明いたし

ました東京都全体と同じ動きになっているというところでございます。 

  続きまして、５ページ目を御覧ください。 

  こちらに関しましては、東京都から示された納付金額を受け、令和８年度の特別区基準保

険料率の最終決定に当たりまして、特別区区長会の検討内容について御説明をさせていた

だきます。 

  まず、23区の所得の水準の格差は極めて大きく、各区の自助努力によって負担の格差を

解消できる規模ではないなどの理由から、特別区では統一保険料方式を採用しているとこ

ろでございます。 

  また、平成30年の国保制度改革に当たりまして、特別区として対応方針を決めており、

都内保険料水準の統一に向かって23区統一で対応していくこと、医療費の適正化、収納率

の向上を図ること、段階的・計画的に法定外の繰入れの削減と解消を目指すことがその内

容でございます。 

  続きまして、下の段の令和８年度の特別区独自の負担軽減策の検討についてです。 

  被保険者の保険料負担抑制のために、令和８年度は「収納率による割戻しの未実施」を継

続し、当該措置を保険料算定に反映させていただいています。 

  東京都から参考値として示される標準保険料率においては、保険料の未納発生を考慮した

「収納率の割戻し」が行われていますが、特別区の現年分保険料の収納率は約90％でござ
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います。これによって発生する未納分10％を保険料率に織り込んで算定しますと保険料の

大幅な増につながります。そのため特別区では収納率の100％の前提で保険料率を算定して

いるところでございます。 

  なお、実際の収納率は100％ではないため、決算時に発生した未納分に関しましては一般

会計からの法定外の繰入れによって補填することになります。 

  この法定外繰入につきましては、国及び東京都から削減を強く求められており、全国の市

町村の約９割は法定外繰入れを行ってない現状があるというところでございます。 

  特別区におきましては、政策的な保険料負担の抑制は解決すべき問題であるという一方、

未納者の保険料を納付者の保険料に転嫁することに関しましては、公平性の観点からも大

きな課題であると捉えているところでございます。そのため、特別区独自対応の解消につ

きましては、今後引き続き収納率の向上が不可欠であるという認識でございます。 

  続きまして、６ページ目を御覧ください。 

  ここからは、特別区基準保険料率を新宿区に適用した結果として、新宿区の被保険者への

影響について御説明させていただきます。 

  １人当たりの保険料に関しましては、被保険者全体の平均になります。その推移により全

体の傾向と財政への影響を見ることができます。 

  新宿区の１人当たりの保険料に関しましては、被保険者全体の平均、これは黄色い部分で

ございますけれども、前年度から4.62％増となる15万5,967円、40歳未満と65歳以上の介護

納付金がかからない方は緑色の部分になりますけれども、前年度4.53％増の14万3,615円、

40歳以上65歳未満の介護納付金もかかる方に関しましては紫色で表示をしていますが、対

前年度5.38％増の18万6,080円となっているところでございます。 

  なお、こちらの数字は、「所得が低い世帯に対する均等割保険料の軽減措置」などを行う

前の保険料額となっているところでございます。 

  続きまして、７ページ目を御覧ください。 

  こちらに関しましては、特別区の基準保険料率の算定時に行った保険料抑制の効果につい

ての説明です。 

  新宿区の１人当たりの保険料に関しましては、被保険者全体の平均、黄色い部分でござい

ますけれども、マイナス１万681円の負担抑制効果があるというところをこちらで御確認で

きます。 

  ただし、この負担抑制によって発生した足りない部分の歳入に関しましては、先ほどの説
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明のとおり、法定外繰入により賄うことになり、その金額の総額は約9.3億円と見込まれる

ところでございます。 

  また、特別区長会の試算によりますと、特別区全体での法定外繰入の影響額に関しまして

は約151億円でございます。 

  続いて、８ページ目を御覧ください。 

  ここでは、先ほど示した新宿区の保険料率の部分に関しまして、新宿区の被保険者への影

響を世帯構成・所得階層別に試算をしております。 

  ここで、参考資料１を御用意いただきたいと思います。 

  これまでの御説明の中の１人当たりの保険料に関しましては、東京都の納付金算定と同時

点の被保険者や所得データを使用し、「所得の低い世帯に対する均等割保険料の軽減措置」

などを行う前の数字でございます。 

  参考資料１では、できる限り現状に近い数字をというところで、２月１日現在のデータを

使いまして、様々な世帯構成、所得階層のケースごとに令和８年度の保険料額を試算して

いるところでございます。 

  それでは、参考資料１の表紙をめくって、１ページ目を御覧ください。 

  令和８年度に関しましては、先ほども御説明のとおり、子ども・子育て支援納付金分が新

たに徴収を開始するということがありますので、全世帯において保険料は増加となってい

るところでございます。 

  その中で、中段にございます全世帯の59.9％、こちらは緑色で表記をしてございますけ

れども、59.9％を占める総所得金額が43万円以下の世帯の平均保険料は、対前年度に関し

ますと、オレンジ色の表記をしてございますけれども、4.7％増、金額としては1,025円の

増でございます。 

  次に、総所得金額43万円超から800万円以下となる世帯に対しましては、医療給付費分の

所得割率が減少したことにより、保険料の増加率に関してはほかと比べると低くなってい

るという状況でございます。 

  その中で、最も増加率が高いのが総所得金額100万円超から200万円の世帯で、対前年度

2.7％増、最も増加率が低い総所得金額は700万円超から800万円以下の世帯で、対前年度

２％の増でございます。総所得金額800万円超の世帯につきましては、保険料率の増加率が

高まっていますが、これは医療給付費分の賦課限度額が１万円上がったということが要因

でございます。 
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  １ページ目に関しましては、全世帯の平均の数字でございますけれども、２ページ目以降

に関しましては、代表的な世帯構成ごとに試算をしておりますので、後ほど御確認いただ

ければと思います。 

  諮問事項の１つ目の説明は以上となります。 

  続きまして、審議事項の資料に戻りますので、審議事項資料の９ページを御覧ください。 

  こちらは諮問事項の２つ目、「低所得者の保険料の減額基準の改定について」でございま

す。 

  こちらは令和８年度の税制改正において、物価の動向を踏まえ、均等割軽減措置の所得判

定基準を引き上げることとされました。これを受けまして、均等割の保険料５割減額判定

における基準額を31万円に、２割減額判定における基準額を57万円に引き上げさせていた

だいたところでございます。 

  なお、この保険料減額に必要な費用は、全額、国と都などから補助となるために、保険料

率に影響はありません。 

  また、物価動向等に応じまして、現対象者が基準から外れないようにするためのものと御

理解いただければと思います。 

  諮問事項の２つ目の説明は以上でございます。 

  続きまして、10ページ目を御覧ください。 

  こちらは、諮問事項の３つ目、「新宿区国民健康保険料における前納制の導入について」

でございます。 

  まず、前納制は、世帯主が賦課年度の１月１日現在において日本国内で住民登録がない世

帯の国民健康保険料について、最初の納期に一括で納付をお願いする仕組みでございます。 

  こちらの導入の経緯といたしましては、昨年６月に閣議決定されました「骨太の方針」等

を踏まえ、10月に厚生労働省から希望する自治体が前納制を導入できるように条例改正の

参考例が示されたところでございます。 

  区におきましては、被保険者の転出入等の資格の異動が非常に激しく、保険料が未納のま

ま転出、もしくは帰国となると徴収が非常に困難となるという現状がございます。前納制

の導入に関しましては、課題となっている保険料の収入率の向上につながるものと考えて

いるところでございます。 

  また、併せまして、懸念される翌年度以降の保険料についても納付忘れを防止するために

口座振替の勧奨等を行ってまいります。 
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  続きまして、１ページめくって、11ページを御覧ください。 

  こちらは前納制の対象者や実際の運用についてお示ししているところでございます。 

  前納制の対象者は、「賦課年度の１月１日時点において、日本国内で住民登録がされてい

ない者」でございます。なお、外国人に限らず、帰国した日本人についても同様に対象と

なります。 

  続きまして、運用のイメージについてですが、前年の日本国内での所得がない前納制の対

象者は均等割が７割軽減となるものでございまして、年間の保険料額は約２万円となるも

のと想定をしています。通常であれば、この保険料に関しましては、10期での支払い、年

度途中での加入となれば、それに応じた納期での支払いでございますけれども、前納制の

対象者の方に関しては１回払いという形で、最初の納期に一括で納入をお願いするという

ところでございます。 

  併せて、区役所での国保の加入手続においては、その場で任意納付も勧奨することで、さ

らなる収入率の向上を図ってまいりたいと考えているところでございます。 

  以上、３件の諮問事項に対する説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○渡辺会長 以上で事務局からの説明が終わりました。 

  それでは、３件の諮問事項に対し、一括して質疑を行います。 

  各分野の皆様から幅広い意見を伺いたいと思います。 

  では、まず、被保険者を代表する委員の皆様、窓側２列でございます。 

  御質問のある方は御発言をよろしくお願いいたします。 

（発言の声なし） 

○渡辺会長 よろしいでしょうか。 

  それでは、次に保険医、保険薬剤師を代表する委員と被用者保険等保険者を代表する委員

の皆様、廊下側２列の皆様でございます。御質問のある方は御発言をお願いいたします。 

（発言の声なし） 

○渡辺会長 よろしいでしょうか。 

  次に、公益を代表する委員の皆様、真ん中の２列でございます。御質問のある方は御発言

をお願いいたします。 

  古畑委員。 

○古畑委員 御質問させていただきます。古畑です。 
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  それでは、まず保険料の改定のところについてお伺いしたいのですが、1,000万円超の方

は３万8,000円増えるということでして、この辺、やはり高額所得者の方はさらに負担が増

えるということで御理解の周知というのはどのようにお考えでしょうか。 

○渡辺会長 医療保険年金課長。 

○井出医療保険年金課長 基本的に保険料に関しましては、毎年６月に前年の所得、それから

住民税について確定した段階で、基本的に納付書という形で一括送らせていただいていま

す。その際に、今回の保険料に関しましてはこのような決定という内容を詳細に説明させ

ていただくとともに、国保の案内冊子「くらしと国保」においてもも詳しく説明をさせて

いただいて、御理解は得られるというところ、また、ホームページもしっかり改訂をさせ

ていただきますので、あらゆる手段を使って御理解を求めていきたいという認識でござい

ます。 

○渡辺会長 古畑委員、どうぞ。 

○古畑委員 ありがとうございます。しっかりとした周知のほうをいつもやってくださってい

るかなというふうに思っております。 

  今回、特にニュースとかで国保逃れが大きく話題になりまして、1,000万円超の人たちっ

て、国保逃れが犯罪ではないのだったら、私もやっちゃおうかなと思う人がこのニュース

を見て結構出てくるのではないかと思うんです。一方、厚生労働省のほうではこれは是正

していくということを周知しておりまして、協会けんぽの加入の問題だとは思うんですが、

国民健康保険、保険者としてこのことをしっかり周知していく必要性もあるかなと思うん

ですが、その辺りはどのようにお考えでしょうか。 

○渡辺会長 医療保険年金課長。 

○井出医療保険年金課長 いわゆる国保逃れと言われる、報道される部分に関しましては、今

委員からありましたとおり、３月５日に厚生労働省から是正に関する考え方が示されて、

通知が今後出るところでございます。 

  その内容といたしましては、個人事業主の皆様が一般社団法人の役員就任によって国保の

納付を避けるというところがありますので、実態のない役員が就任しないように、業務や

報酬の要件などを明確にして、制度の公平性を保って、不適正な事案を防ぐというもので

ございます。 

  通知の詳細はまだ分かっていませんし、また、これはそういった社保の加入要件を審査を

する日本年金機構に対する通知という認識をしていますので、都道府県や区市町村にどう



－11－ 

いった形で通知が出てくるか分からないのですけれども、我々としては十分注視をしなが

ら、今後窓口などで、社保に加入する方に関しましては、基本的に従来のやり取りの中で

の確認をしっかり行いながら、適切に運用してまいりたいと考えております。 

○渡辺会長 古畑委員。 

○古畑委員 ありがとうございます。社保の加入の話だということでけれども、やはりここら

辺、社保で実際に入ろうとなったときに、その会社の人は大丈夫なんだよ、大丈夫なんだ

よという働きかけのことをやってくるかなと思いますので、やはり正しい情報を伝えられ

るのは国民健康保険の保険者である新宿区、基礎自治体の大きな役割だと思いますので、

ぜひ周知の在り方というものは様々な情報を集めて、新宿区からひとつ発信していってい

ただけらたらなと思います。 

  質疑ということで続けさせていただきます。ありがとうございます。 

  国保の前納制のほうは、私もかなり議会のほうでも取り上げてきておりまして、様々質問

させていただきました。特に新宿区、未納率が高いというところで解決の一途となります

ので、これには大いに期待しているところであります。 

  １点お伺いしたいのですが、外国から初めて来られた方というのは減免の対象になるとい

うことで、かなり６万7,000円から２万円で安くなるということなんですが、一方でやはり

ここにも一つ問題があるのではないかと思っておりまして、普通に海外で働いてきて、で

は日本に入るとなると１年目は２万円で入れるというところなんですが、これはかなり安

いと思っていまして、留学とかを検討した方がもしこの中にいらっしゃったら分かると思

うんですけれども、海外で保険に入ろうと思ったら、それは民間で数十万円払わないと入

れないというところもありまして、これはかなり日本で優遇されているかなと思います。 

  また、国保は前年度の年収に応じてやるので、日本に来て、では働きました。働いて、最

後の年にたくさん稼ぎました。ではその分の国保は払わないで、反映されないで帰られて

しまうというところで、やはり現年度分の徴収をされる協会けんぽや組合健保の人たちと

はここの部分で差が生まれてくるかなと思うんですけれども、その辺りはいかがお考えで

しょうか。 

○渡辺会長 医療保険年金課長。 

○井出医療保険年金課長 海外の所得に関しましてはやはり捕捉が難しくて、また、我々は当

然のことながら住民税に基づいて保険料計算をしていますので、その根本となる住民税の

捕捉が一つのポイントになる考えているところでございます。 



－12－ 

  また、ほかの協会けんぽに関しましては、現在の給与に基づいて保険料を計算しますが、

我々は基本的に前年度の住民税に基づいて保険料を計算して、６月以降10回払いですとか、

一括で払っていただくという形になるので、その部分に関しましては、仕組みとして違う

現状があります。ただ、諸外国のほうの研究が今国のほうでもなされている中では、前納

という形で一括して払ってもらって、帰る際にかからなかった分に関しては還付するよう

な制度というところもありますけれども、国の制度として諸外国の仕組みを研究し、今後

どういった形で保険として導入していくのか、しないのか、今そういったところも国のほ

うの共生社会というところの答申の中でもうたわれる部分がございます。我々としてはど

ういう形で今後展開していくのか、十分見ながら、諸外国はどういう仕組みにしていて、

どう還付しているのかということも我々の還付のやり方とも共通する部分があるかもしれ

ませんので、そういったところは研究はしてまいりたいというところでございます。 

○渡辺会長 古畑委員。 

○古畑委員 これで終ろうと思います。今御説明いただいた海外の動向なども見ていてくださ

るというところですけれども、やはり僕としましては初年度、海外での所得が把握できな

いという理由をもって減免措置をするのは、今グローバル化、また海外から働きに来てく

る方がかなり増えてきている中ではなかなか日本で働いている方の御理解を得られないの

かなと思っております。 

  やはり海外から何かしら戦争などで避難されてきた方が減免措置を受けるというのは確か

にそのとおりだと思いますけれども、海外で働いていました。でも日本ではその所得は把

握されないので、海外で幾らもうけていても１年目の保険料は７割減になりますというの

はなかなか、今のところはこれだけ上がってきている中で理解が得られないものではない

かと意見を述べさせていただいて終ろうと思います。ありがとうございます。 

○渡辺会長 続きまして、佐藤委員。 

○佐藤委員 私も諮問１と諮問３について意見を述べさせていただきます。 

  諮問１なんですけれども、今回の国保料の改定が非常に高いということと、それから、国

保の構造上の問題について意見を述べさせていただきます。 

  まず、今の国保料について３つの角度からお話をさせていただきたいのですが、今回、全

体で15万5,967円、4.62％の増ということなんですけれども、例えば給与所得、別紙の資料

で所得ごとの保険料が出ていますけれども、例えば65歳未満で働いている方、１人、１世

帯、300万円以下の方は、これは豊島区、その収入の金額が新宿区では捕捉できなかったも
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のですから、豊島区の例をちょっと出しますと、保険料はほぼ変わらないというので参考

にしますと、29万1,732円、収入の9.7％、例えば４人世帯で、65歳未満ですと、収入300万

円以下ですと44万6,975円、収入に占める割合が14.8％、一方、では社会保険の場合、どう

かというと、これはホームページで調べさせていただきましたが、こちらは標準報酬月額

で収入で換算していますのでほぼ同じだと思うんですけれども、例えば収入300万円未満の

方は10万3,660円ということで、国保料はその1.9倍になります。 

  このように社会保険と比べた場合、極端に保険料が違うということが一つと、それから、

この20年間で見ますと約1.73倍も保険料が上がっています。ちなみに介護分を調べますと、

20年前10万7,556円で、今回は18万6,080円ということで、やはり誰でも引き下げてほしい

し、なかなか払うのは大変だという声をたくさん聞きます。こうした区民の声や今回の値

上げについてどのように考えているのか、見解をお聞きします。 

○渡辺会長 医療保険年金課長。 

○井出医療保険年金課長 今回の分に関しましては、やはり大きな要因は、先ほど申しました

とおり、子ども・子育て支援金が導入されるということ、また、高齢化ですとか、高額薬

剤の導入ですとか、また診療報酬の改定もあるというところ基本的に社会保障費全体で国

民健康保険料も、一定程度の負担というところで仕方ないかなという認識でございます。 

  また、保険の種類によってそれぞれ負担があるところでございまして、区市町村の国保に

関しましては、やはり高齢者ですとか低所得者の加入率が高い、それから、保険料を会社

側と折半するという負担の違い、また、扶養という概念があるなしというところから、そ

ういう意味では区市町村の国保に関しては所得に占めるパーセンテージは高いという数字

は出ているところでございます。 

  こういったところを我々も注視をしているところでございまして、国民健康保険制度の抜

本的な改革という意味で、国と都に対する区長会要望で、医療保険制度を一本化してほし

い、そういった格差が生まれないように見直してほしいというところは強く要望している

ところでございますので、今後も現状を照らしながら強く要望してまいりたいというとこ

ろでございます。 

○渡辺会長 佐藤委員。 

○佐藤委員 次に、構造的な問題として、社会保険のように事業主が半分負担して、本人が半

分負担する場合と、片や国民健康保険の場合は国や東京都、あるいは新宿区がこうした繰

入れをしないと保険料はどんどん上がっていくという、そういう仕組みがあるということ
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が大きな問題だと思います。 

  それともう一つは、近年、国民健康保険から社会保険に移る人が大変増えていて、これは

当然のことだと思いますけれども、社会保険の加入条件が緩和されて、将来的にはなくな

るという話なんですけれども、その辺の国保から社保に移る人というのはこの間でいうと、

新宿区は何人くらいいらっしゃって、どういう影響があったか、教えてください。 

○渡辺会長 医療保険年金課長。 

○井出医療保険年金課長 今委員御指摘の社会保険の加入要件が緩和されたことで、新宿区の

国民健康保険から社保加入という形で抜けた方の推移でございますけれども、まずは６年

度においては国保から社保に抜けた方が１万258人、それから５年度におきましては１万

400人、４年度においては１万1,443人で、社保から来た方、いわゆる社保離脱で国保に入

った方との差で見ると、６年度においてはマイナス670人、それから、５年度においてはマ

イナス516人、４年度、これは大きな社保への加入要件の緩和があったんですけれども、そ

のときはマイナス1,924人となっており、非常に影響が大きいと認識をしているところでご

ざいます。 

  こちらも平成28年、それから令和４年、令和６年に改正がありまして、今後また令和17

年に関しては大規模な改正があると今現在認識をしているところでございます。 

○渡辺会長 佐藤委員。 

○佐藤委員 ありがとうございます。 

  今おっしゃったように国保から社保に移る方が多くなればなるほど、国保会計は非常に厳

しくなる。今後は要件もなくなるとなると、今後どういう影響が新宿区の国保会計にある

のか、教えてください。 

○渡辺会長 医療保険年金課長。 

○井出医療保険年金課長 当然のことながら、今まで現役世代といいますか、20代から、そ

れから65、もしくは70までの方が当然働くという中で社保に抜けていき、70から74歳まで

の前期高齢者、それから、未成年の方、学生、そういった方が中心を占めることになりま

すと、年齢構成が高いですし、また低所得者が多い中でこういった構造的な問題というの

はかなり深刻化するのだろうという認識を持っているところでございます。 

  社保への加入要件に関しましては、２年前の６月13日に法律が改正され、国といたしま

しては保険収入が減になるけれども、その分、加入者が少なければ医療給付費が減になる

といったことや、若い世代が抜けて前期高齢者が増えれば、ほかの保険からの前期高齢者
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支援金がプラスになるという指摘はあるところでございます。ただし、今回の法律の改正

にあたっては、国保制度の在り方に留意しながらというのが法律の附則に明記されたとい

うところがあります。 

  また、厚生労働省の答弁といたしまして、被用者保険の適用範囲の拡大にあたり、国保か

らの被用者保険への異動が生じて財政への影響があるということはしっかり認識をしてい

る、今後の適用に当たっては、被保険者の構成の変化ですとか、財政への影響を見ながら、

国保の保険者からよく意見を聞きながら丁寧に対応したいというお話があったと認識をし

てございます。 

 都道府県なのか、区市町村なのか、そういったところから意見を聞く機会があれば、我々と

してはしっかり意見は申し述べてまいりたい認識でございます。 

○渡辺会長 佐藤委員。 

○佐藤委員 それから、もう一つの一般財源への繰入れの問題なんですけれども、やはり過去

は東京都も、そして国も国庫負担をある程度してきたわけです。それを例えば東京都が法

定外繰入をやめたり、国が大幅に減らしたりして、これがやはり国保料が上がっていった

要因ではないかと思うんですが、それで保険料を抑えたり下げるためにはどうしても法定

外繰入というものを、社会保険のように事業主負担がない制度ですから、そういったこと

が必要ではないかと思うんですが、お考えをお聞かせください。 

○渡辺会長 医療保険年金課長。 

○井出医療保険年金課長 先ほど委員御指摘の各都道府県における都道府県単位の保険料水準

の統一に関しましては、国が策定いたしました保険料水準統一プランという計画に基づい

て実施を義務づけられているものと認識しております。また、今全国の９割の区市町村に

おいては法定外繰入を実施をしていないというところもございますので、我々としても法

定外繰入は減らす方向、完全に解消する方向で努力をしなければいけないと考えていると

ころでございます。 

  ただ、その際には当然のことながら、収納率の向上も命題となる部分でございますし、ま

た、社会保障全体の改革というところで、被保険者の方の負担とももちろん考慮しながら

すべきものという認識がございますので、そういったところも併せて国にしっかり要望し

てまいりたい、また意見を申し述べてまいりたいという考えでございます。 

○渡辺会長 佐藤委員。 

○佐藤委員 どうもありがとうございました。 
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  縷々お話をしましたように、私は今回のこの値上げについては少なくとも見直すべきであ

るというふうに考えます。 

  次に、前納制についてお聞きします。 

  前納制にする大きな要因として、外国人の収納率が悪いということが大きな目的になって

いるわけですけれども、例えば前納ができないといった場合、分納にすることは可能なの

かということです。 

  それから、先ほど口座振替の話がありましたけれども、厚労省の前納についてのＱ＆Ａと

いうものがございまして、国としても翌年度以降の納付についても多言語の周知媒体を作

成したり、加入手続時にあらかじめ翌年度以降の保険料の口座振替を押さえるための口座

を任意で聞き取っておくようにしてくださいとあるのですが、入国して銀行口座をすぐに

つくれません。少なくとも６か月以上かかるわけで、厚労省が聞き取って書き留めておい

てくださいと言われても、それはできない話であって、こういう問題点についてどのよう

に考えるのでしょうか。 

○渡辺会長 滞納対策課長。 

○栗木滞納対策課長 まず、私のほうから、分納について御回答させていただきます。 

  前納制については、これから国保条例を改定してからとなりますが、そちらの条例で規定

されております納期限を過ぎてしまう、もしくはその納期限までに納めることができない

というような方がいらっしゃれば、滞納対策課でまず納付相談につなげていく。その中で、

生活状況等を聞き取りながら、分納の可否を考えていくというところになります。 

○渡辺会長 医療保険年金課長。 

○井出医療保険年金課長 口座振替に関しましては、私のほうから答弁させていただきます。 

  口座の作成に関しましては、今委員からありましたとおり、いわゆる都市銀行に関しまし

ては６か月の在留がないと口座は作れないという形になります。ただし、ゆうちょに関し

ては３か月で口座が作れるという形になります。ただし、当然入国直後、住民登録をして、

国保の窓口に資格取得に来た段階ではまだ口座がないという状況であるのは間違いないと

いったところでございます。 

  ただ、基本的に我々としては、厚労省の説明にもありましたとおり、我々も今後払い忘れ

ですとか、そういったところを防止していただくためには、確実に納付をいただく口座振

替が一番適しているという考えでございますので、先行事例の自治体でも口座振替が77％

を超えて、収納率も96％云々というところもありますので、そういった自治体が口座振替
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にうまくリードしているのはどのような方法をとっているのか、聞き及ぶところでは、国

民年金の免除の手続の際にこちらにおいでいただいて、併せて手続をさせていただくです

とか、あらゆる手段を講じているというところですので、そういった他区市町村のアイデ

アを我々としても参考にしながら、全力をかけて口座振替のほうにリードしていきたいと

考えているところでございます。 

○渡辺会長 佐藤委員。 

○佐藤委員 最後にします。今課長がおっしゃったように、例えばワンストップで国保に加入

できるようにするとか様々な努力は必要だと思います。 

  それで今回前納制にするというのが議会の答弁でも新宿区だけだという話を聞きました。

そして他区、これも新聞記事に出ておりましたけれども、例えば費用対効果に疑問という

ような北区、実態を把握して分析して適正かどうか検討する、これは江東区ですけれども、

それぞれほかの区は非常にこのことについて慎重になっているのですけれども、なぜ新宿

区だけが前のめりにしてやろうとするのかどうか、お聞かせください。 

○渡辺会長 医療保険年金課長。 

○井出医療保険年金課長 新宿区としては従前からの説明のとおり、収納率というのが23区

の中でも低い部分がありまして、我々としては収納率の向上にはあらゆる対策をとってい

こうという認識の中で、確実に保険料を納めていただく方法の一つとして前納制を、自民

党のほうに提言をし、それが「骨太の方針」という政府の方針にもなり、結果的に、令和

８年４月から実施するという形で厚労省のほうも非常に素早く動いていただいているとい

うところ、これは厚労省のほうも各区市町村の現状を見据えた上で素早く動いていただい

たという認識をしているところでございます。 

  なので、我々としてはそういった収納率を向上するための取組というに関しましては、あ

らゆる手段を取る中で今回の前納制も実施をして、１％でも２％でも上げていくというと

ころでございます。当然のことながら、それに発生する事務量ですとかの増はあるかと思

うんですけれども、ただ、それに見合うような形での滞納整理に係る事務の削減ですとか、

収納率向上につながれば、これは全体としてメリットが高いという認識でいるところでご

ざいます。 

○渡辺会長 佐藤委員。 

○佐藤委員 最後にします。いろいろ答弁ありがとうございました。 

  例えば医療保険年金課が多元語対応であったり、それから、そういう保険制度がない国に
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対する対応策とか独自にとられて、外国人の方の収納率が上がっているということは非常

に高く評価しますし、私は前納でというよりも、そちらの方向でやはり努力を尽くすとい

うことが大事かと思います。 

  以上です。 

○渡辺会長 渡辺みちたか委員。 

○渡辺委員 渡辺みちたかです。質問します。 

  諮問１と３にも係るかもしれませんが、質問していきます。 

  また国保料が上がるという話なんですけれども、これはしようがない話ですよね。佐藤委

員から国保の構造についてのお話もありましたけれども、改めて資料を見てびっくりする

のは、高齢者が多くて、かつ所得が43万円以下という加入者の方が６割に上るわけですね。

それを社保に入っていない現役世代が支えるということではかなり構造的に厳しいものが

あります。 

  さらには年々法定外の繰入れを減らしてきまして、おととしが31億円、昨年度が22億で、

来年度は９億円になるというような、そのような認識だと思います。来年度９億円に減ら

しているので、多分その次か、その次の次くらいに法定外繰入というのはなくすことがで

きるのではないかというふうに思っているので、医療費の増加以外の要因での値上げとい

うのは今後２年後ですか、２年後以降なくなっていくのかというのもちょっと思いました。

そうした中で、当局としては医療費の適正化と、あと滞納、納付の強化というのをこれか

ら一層強化していかなければならないというふうに思っております。 

  これから質問に入っていくのですけれども、こういうところにぜひ着目をしてほしいとい

うところをお聞きしたいのですね。区が発行している「新宿区国民健康保険の現状と取組

み」という冊子が、これは毎年区が出していて、これは区の取組とか、区の国保の課題と

かがすごくよくまとまっていて、区の努力なんかも分かる、非常に意欲的な冊子なので、

ぜひ関係の委員の皆さんにも読んでいただきたいなと思っているのですが、この令和７年

度版を読むとびっくりすることが書いてあって、というのも、今まで国保に入っていまし

た、これから働くために社保に入りました。そうすると社保に切り替えをすればいい話な

んですけれども、届を区にしないと、社保に入っているんですけれども、国民健康保険に

も入ってしまっている。区はもちろん知らないので、その方に納付書を送って、結局、い

や俺は健康保険に入っているよということで払わないわけですね。これはどう考えても無

駄なお金なんです。 
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  つまり賦課されているけれども、賦課されているほうはほかの社保に入っているからもち

ろん納付をしないというのがありまして、レアケースだと皆さん思いがちだ、私もそんな

のはレアケースだろうと思ったら、数字が年間5,000件あって、金額は５億円弱あるんです

ね。こういう明らかに無駄なお金がかかっている、この５億円が最後どういう扱いになる

のか、５億円は払わなくていいよで済む話なのか、５億円はどうしても払わなければいけ

ないお金で、最終的に税金から補填したのか、ちょっと定かではないのですけれども、こ

ういうお金が５億円もずっとあったわけです。これは何年か前にシステム連携によって大

幅改善をしたわけです。こういう完全なる無駄なお金はぜひ縮小していただきたいという

のが思いなんです。これはシステム連携で大幅改良したのでいいと思っているのですけれ

ども。 

  もう一つ、やはり先ほど来、区当局の答弁にもあったんですけれども、新宿ってものすご

く異動が多いんですよ。異動というのは、新宿区に来る方、外に出る方、ものすごく多い

わけですね。外国人の方もそうです。外国人の方も年間新宿区に１万人くらい来て、今新

宿は５万人が外国人なんですけれども、１万人の方が年間来て、１万人以上の方が外に出

ていくという、そういうものすごく異動が多い地域なんですけれども、これは同じことが

異動についても言えないのかというのはぜひ着目をいただきたい点なんです。 

  つまり社保の異動というのは、社保に入ったけれども、届出が済んでなくて、賦課がかか

り過ぎてしまったということが言えていたわけです。これはシステム連携で大幅改善しま

した。私が今回問題提起したいのは、新宿区から外に出ました。にもかかわらず、転出届

が出されてないケースというのは結構あるんじゃないかなというふうにも思っています。

外国人のケースも結構あると思うんです。帰国するに当たってわざわざ新宿区に転出届を

出すかといったら、あまり出さないケースもあるのではないかというふうに思っています。 

  いろいろ調べてみると、外国の方が来て、日本を出国する際に空港で聞かれるらしいんで

すよ。１年以内に帰国する予定がありますかということで、１年以内の帰国はもうありま

せん。完全帰国しますよと申告した場合は、これは区にすぐ通知がきて、区はそこですぐ

確認をして、それで止めることもできるというようなことも聞いています。ただ、問題は

１年以内の帰国をするかもしれないみたいな形で出国しちゃうと、これ、新宿区としては

国民健康保険の納付書を送り続けるわけです。ところが、一方でもう当該者は帰国しちゃ

ているわけですから、当然のごとく支払いもされないし、それが未納率になるわけですね。

それが積もりに積もっていくと最終的には税金で補填をしなければいけない、こういう数
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字が結構あるんじゃないかというふうに思っているんですよ。 

  そういうケースがではどれくらいあるのかと聞いても、分かるかどうか分からないですけ

れども、もし分かったら教えていただきたいのと、もう一つは、今も新宿区では住所地か

らいなくなったものをどう把握しているかというところもお聞きしたいのですが、これは

郵送して戻ってきたものについては、調査をすれば職権で消除、職権でもういませんよと

言って住民票を削除することができるのですけれども、一方、新宿区って共同住宅が多く

て、共同住宅に名前がないんですよ。そうすると郵便配達をする方も住所地、どこどこア

パートの101号室だったら、渡辺さん宛ての書類だとして、101号室に渡辺さんという名前

がなくても投函しちゃうんですよ、そうすると区に戻ってこないですね。だとすると、結

構国に戻ってしまっても、区が捕捉しきれずに賦課金をかけたまま、そのまま放置されて、

それが未納率になっている部分も多いんじゃないかなと思っているのですが、この点、い

かがでしょうか。 

○渡辺会長 滞納対策課長。 

○栗木滞納対策課長 外国人の方で国外に転出されてというところの部分の対応ですが、まず、

滞納対策課のほうで滞納整理を進めていく中で、なかなか納付がされない方につきまして

催告書を送ったりとか、そういったところで対応しているところです。 

  今回、滞納対策課が新設されて、税の部門では取り入れている部分なんですけれども、入

管に調査をさせていただきまして、国外転出されているのかどうかとか、もしくは国内の

別の場所に転居されている、そういった情報を照会をして、確認をしているというところ

です。 

  国外転出しているということになりますと、区としてそれ以上追うことはできないので、

滞納整理を停止するというような形になり、最終的には欠損といった形になってくるとい

うところでございます。令和６年度のところでいいますと、大体国民健康保険料でそうい

った形になって、数字でこちらのほうで把握できているものとしては250件ちょっとという

ところになってございます。 

  滞納対策課が新設されて今まで税のほうでは取り入れていたのですけれども、新たに国民

健康保険料の部分でも取り入れているという部分につきましては、区外に転出されてしま

った方、そういったところにつきましては、業者に委託して現地確認調査を行い、実際本

当にそこに住んでいるのかという調査を約300件ほど今年度行っているというところです。

そういった中で実態をしっかり把握しながら、滞納整理を進めていきたいというところで
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ございます。 

  また、表札がないと郵便が配送されてしまうのではないかというところの部分でございま

すが、滞納整理を進めていく中ではなかなか連絡が取れないというところでは、実際に訪

問して、いるのかどうか、そういったところも滞納整理という中で進めておりますので、

そういったところを総合的に様々な手法を使いまして実態把握に努めていきながら、収納

率のほうをしっかり上げていきたいと考えております。 

○渡辺会長 渡辺みちたか委員。 

○渡辺委員 区が、今の答弁だと入管に照会をして出国したかどうかを聞けるという話なんで

すけれども、それはどのタイミングで分かるものですか。つまり郵送物を送って戻ってき

てしまって、そしたらすぐ照会をするのかどうか等々、あるいは郵送物が送られて届いち

ゃうパターンで、何か月も何か月も滞納をずっとして、これはいないかも知れないなと思

ったときに照会をするのか、いろいろパターンがあると思うんですけれども、どれくらい

の期間があるものなんでしょうか。 

○渡辺会長 滞納対策課長。 

○栗木滞納対策課長 実際に入管に照会するタイミングですが、案件ごとにというところなの

でなかなか明確には難しいですけれども、やはりなかなか電話もつながらない、催告書を

送付しても全く反応がない、さらに差押えのために財産調査を行っても見つからないとか、

反応がない場合にそういう調査をしていくというのが一般的かと、あとは年度末に向けて

滞納整理を強化していくという中では、なかなか連絡が取れないところを強化的にやって

いこうか、そういったところで対応しているというところでございます。 

○渡辺会長 渡辺みちたか委員。 

○渡辺委員 会長、続きは議会でやりたいと思います。 

  もう一つ、外国の話なんですけれども、外国人の滞納というのは誤解が大きいというのを

思っています。今、本当に世間一般で外国人の国保の未納とか外国人のマナーの悪さとか、

そういうものがものすごく世間の風当たりが強い話なんですね。今はそんな大きな問題が

表に出ていないと思うのでいいと思うんですけれども、ではこの後、例えば外国人が健康

保険証を使い回しをして不正に国保の給付を受けていたとか、あるいは高額療養費を、本

当は３か月以上滞在しないのに、医療目的で滞在を偽ってして高額療養費を受けたみたい

な話が１件でも２件でもニュースになってしまうとこれはものすごく排他的な動きになっ

てしまうと私はものすごく懸念をしています。 
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  先日、私は議会で質問をしまして、外国人の給付って新宿区は幾らくらいなんですかと聞

いたら、単年度ですけれども、年間18億円でしたという答弁がありました。これを１人当

たりの国保の外国人で割ると１人当たり年間７万円強なんですね。７万円という金額、実

はめちゃくちゃ安くて、これは日本人というか、全体で言うと20代の金額と一緒なんです

よ。なので、世間一般で言われている外国人がさも国保を利用して、国保制度の負担にな

っているみたいなイメージとは全く逆で、むしろ実態は、それは中には悪いことをしてい

る人もいるかもしれないですけれども、全体としてみれば、新宿区にいる外国人は若くて

健康で、そもそも病院に行かない。だから給付を受けないというのは真実だったんですね。 

  ぜひ新宿区、こういう正しい情報発信と、あとやはり納付率を上げるのを頑張ってほしい

んですよ。というのも私の計算ですと、外国人の納付率が75％を超えると、これは外国人

の給付はもう外国人の納付金だけで賄えてしまって、あとはそれ以降のパーセンテージと

いうのはこれは日本人の医療費のほうにもできるわけで、何と新宿区においては75％を超

えると日本人の医療が外国人の納付金によって賄えてもらえるような、支えてもらうよう

な状態がまさに数字として出てくるわけなんです。ですので、真の国際自治体、外国人と

の共生をする自治体というのはそれくらいの覚悟を持ってぜひ取り組んでいただきたいと

思います。ちょっと大きい話ですけれども、コメントをいただきたいと思います。 

○渡辺会長 医療保険年金課長。 

○井出医療保険年金課長 先ほどの外国籍の方の年間の医療費についてお話がありまして、割

り返すとそういう金額になりますという話がありました。また、今我々が出している国保

の事業概要の中で、令和６年度でございますけれども、年間１人当たりの費用額、かかっ

ている医療費に関しましては28万4,825円になります。そうしますと、先ほどの外国人の例

からくると非常に安いという形になります。委員御指摘の分析していただいたとおり、若

い方が多いので医療費がかかってないという現状がある中では、社会保険制度の中で基本

的に世代間の相互扶助という意味の典型的な結果だというところがありますので、いかん

せんそういった形で若い方の収納率は低い中、そういったところでのバランスがとれるよ

うに収納率向上に努めてまいりたいという認識でございます。 

○渡辺会長 次に、御質問がある方、いかがでしょうか。 

  山口委員、どうぞ。 

○山口委員 山口です。 

  私のほうからは、前納制についてお尋ねしたいと思います。 
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  これまでいろいろな議論が、特に新宿区議会のほうで議論されてきたんですけれども、今

日の協議会の資料としてはなかなかそういった課題点についての背景というのが十分に共

有できていないので、判断材料というのが十分ではないのかなという点を感じております。 

  その点も含めて、私のほうからは制度の合理性について幾つか確認させていただきたいと

思います。 

  これまでの説明では、外国人の保険料未納の問題ということで背景の説明をされておられ

ました。それでこの条例案に関しては、賦課年度の１月１日に日本に住所を有しない世帯

主という規定なので、やはり形式上は国籍による差別、区別はされていないのですけれど

も、ここの形式的なことだけでなく、やはり結果として実質的に外国人が主な対象となっ

ている制度になるので、どうしても憲法上の問題として、特に14条の平等原則との関係で

外国人に対する取扱いの差異ということが課題になるのではないかなと思っております。 

  そこで、まずお伺いしたいのは、この制度の導入に当たって法的な整理というのはどのよ

うに行われたのかどうかの御説明をお伺いしたいと思います。 

○渡辺会長 医療保険年金課長。 

○井出医療保険年金課長 こちらのほうに関しましては区の提言という形を受けて、厚生労働

省が、今回の制度の枠組みを考えたときに、海外からの転入者全員が対象になるというと

ころで、国のほうでしっかり法的な整理はなされたという認識をしているところでござい

ます。 

○渡辺会長 山口委員。 

○山口委員 厚労省の資料は私もいろいろ調べたんですけれども、やはりそういった平等原則

であったり、違憲性であったりというところの議論まではなされていないように感じてお

ります。ですので、ここは改めて新宿区として合理的な理由があるのかどうか、そこはも

う一度確認したほうがよろしいのではないかなと思っております。 

  もう１点は、平等原則との問題だけでなくて、医療へのアクセスということです。国民健

康保険は医療へのアクセスを保証する社会保障制度なので、課長のほうの整理された段階

では恐らく入国されて、または帰国されて、マイナ保険証であったり、資格確認書を持て

ば、そこで医療へのアクセスは保証される。つまり受診が可能ですので、保証されるとい

うことで整理されておられるかと思います。私が懸念しているのは、制度上受診できるか

どうかという問題だけではなくて、前納制を求められることで加入手続が遅れたり、あと

は加入を躊躇して結果として受診控えにつながるといったような可能性がるのではないか
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というところです。その点について、区としてどのような影響を考慮しているのか伺いた

いと思います。 

○渡辺会長 医療保険年金課長。 

○井出医療保険年金課長 まず、外国籍の方が来日をして、新宿に住民登録をして、そのまま

国民健康保険に加入となりますと、今在留カードと、それからマイナンバーカードが６月

から一体化するという形になっておりまして、その際に併せてマイナ保険証のほうの加入

の手続を一体化していただければというところで入管とも話はしているところでございま

す。 

  ただ、そこがいつになるかというのが未定なんですけれども、基本的に外国籍の方に関し

ましては来日した際に資格確認書はその場でお渡しをするという形になりますので、基本

的に医療アクセスというところで制限が加わるものではないという認識でございます。 

  ただ、制度の仕組みとして、１年目、前納が求められるところでございますけれども、基

本的には日本人の方も保険料を前払いし、支払い忘れが減少するという認識でございます

ので、そういったところはまた制度が始まりましたら丁寧に窓口で御説明をさせていただ

きますし、周知はしっかり漏れがないようにしていきたいという認識でございます。 

○渡辺会長 山口委員。 

○山口委員 いろいろ御説明、ありがとうございます。 

  いろいろなことを想定して動いていらっしゃることは理解できるのですが、その辺り、ま

だ未定で、入管のほうであったり、国のほうの制度もまだこれからという点がかなり多い

と思います。こういった中で、やはり現時点で同様の制度を導入する自治体が広がってい

ないということで、新宿区が先行する可能性が高いのですが、そうしますと、外国人と言

っても、区にはウクライナやミャンマーからの避難民の方もいらっしゃいますし、人権侵

害のおそれが指摘され得る制度になるのではないかというをどうしても私は考えてしまい

ます。自治体としてはそうした制度については慎重であるべきだと考えておりますので、

課長も先ほど国が諸外国の制度の研究などを行っていくというようなお話もされておりま

したし、これはやはりさらなる研究をすべきであって、現時点ではこの制度の導入につい

ては賛成できないと考えております。 

  以上です。 

○渡辺会長 ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。 

  大津委員、どうぞ。 
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○大津委員 大津です。 

  私も諮問事項３について、一つ御質問させていただきたいと思います。 

  こちらの前納制の対象者なんですが、賦課年度の１月１日時点で日本国内で住民登録がさ

れていない者ということなんですが、これに該当する人は全ての人が自動的に適用される

のかということをお伺いしたいと思います。 

  といいますのは、例えば技能実習生であれば、日本に入国した後、実際に働き始めて社会

保険に入るまでの間、短期間、国民健康保険に加入することになるわけですけれども、そ

ういう方が入国して、例えば１か月間国民健康保険に入って、その後社会保険に移ってい

くとか、あらかじめ分かっているようなケースでもこれは前納を求めるということになる

のでしょうかということをまずお伺いできればと思います。 

○渡辺会長 医療保険年金課長。 

○井出医療保険年金課長 まず、１月１日現在日本にいない方が入国したというところで、全

ての方が対象ではなくて、例えば既存の国民健康保険世帯に世帯主、もしくは世帯員とし

て加入する場合に関しましては、当然世帯全体の保険料という形になりますので、その場

合は基本的に前納制の対象とならないという例外規定を設けているところでございます。 

  また、期間の問題に関しましては、確かに新宿区に転入して、研修期間を経て、短い期間

で新宿区から転出して社保に入るというケースも想定はされるかと思います。ただ、その

場合、１か月でも２か月でも新宿区に在留をして、その期間、国民健康保険に入るという

ことであれば、その時点では将来社保に入ることが確実ではありませんので、前納制の対

象として保険料は徴収させていただく。もし２か月、３か月後転出をしたということであ

れば、還付の手続はしっかりやらせていただくというところでございます。 

○渡辺会長 大津委員。 

○大津委員 御回答、ありがとうございます。 

  実務上御説明としてはよく理解できるところですが、実際に技能実習生の方が区役所にい

らっしゃって、このことを説明するときに、なかなかこういう形で保険料の前納付を求め

るというのは当事者から理解していただくという意味でも、あるいは技能実習生の方々で

借金をして日本に来ているような方もいますから、実際に支払い可能かという意味でも、

なかなか実効性という意味では難しいところがあるのではないかというふうに思いますの

で、この制度をやってみないと分からないところもあるとは思いますけれども、新たに外

国から日本に来る方がどういう方なのかということを、もう少し具体的にいろいろなパタ
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ーンを想定して、窓口での対応とか手続が混乱ないようにしていただく必要があるのかと

思っておりますということで、これは御意見として申し上げたいというふうに思います。 

  続けて、よろしいでしょうか。 

○渡辺会長 どうぞ。 

○大津委員 この会議でも以前からもそうですけれども、たびたび未納の問題が議題に上がっ

ていますが、特に外国籍の方の未納対策ということが注目されています。この辺り、やは

り未納の要因、特に外国籍の方は納付率が低いというのはこれは確かですけれども、それ

がなぜなのかということをもう少し丁寧に分析する必要があるのではないかというふうに

思います。 

  というのは、外国の方も確かに納付率が低いわけですけれども、そうは言っても大半の方

は納付しているわけですし、そうすると納付している方としていない方の違いが何なの、

どういうところにあるのかとか、あとは特に若い方はどうしても多いということですので、

そうすると若い方の納付率が低いため、これは日本人でも若い人が納付率が低いというこ

とがありますので、そうすると外国人というよりは、若年者への対応という感じになるの

かもしれませんし、例は先ほどお話をした技能実習生のように短期間で抜けていくことが

分かっている方がなかなか国保の納付を理解していただけないというのは、これは日本人

でも転職して一時的に国保に加入しているような方で、かねてから指摘されていることで

すので、そうすると今度は社保と国保との異動の問題になってきますし、もちろん言語の

壁ですとか、あるいは母国に似たような制度がないとか、そういったことももちろんある

のだと思いますけれども、いろいろな可能性が考えられると思いますので、先ほど渡辺委

員からも転出のお話、御指摘がありましたけれども、様々、それがどの程度あるのかとい

うことも含めて、統計的に分析をしていただきたいなというふうに思います。 

  特に納付率に関して、やはり転出と転入ですね。あとは適用をどのくらい厳格にやるかに

よっても結構変わってくる数字だと思いますので、その辺りで今後の課題として統計的な

分析をしっかりしていただくということをお願いしたいなと思っておりますということで

御意見として申し上げたところですけれども、よろしくお願いいたします。 

○渡辺会長 よろしいですか。 

  続きまして、野もと委員、どうぞ。 

○野もと委員 野もとです。よろしくお願いします。 

  今様々質疑がありましたけれども、本当に基本的なことをお聞きして申し訳ないのですが、
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外国人の方の帰国については何か手続というものはあるのでしょうか。手続がないまま帰

国されてしまって、行政のほうでは全く分からないということなんでしょうか。 

○渡辺会長 医療保険年金課長。 

○井出医療保険年金課長 まず、住民記録が基本となりますけれども、その場合、日本人の方

も外国人の方も国外転出必要な手続をしていただくというのが基本になります。外国籍の

方の中にはそういった届出を失念されているというところで、成田空港なり何なりという

ところで初めて転出が把握をできて、先ほど入管から情報提供があったりとかというとこ

ろで把握ができるということがあるのですけれども、そういった住民記録の手続を失念さ

れてしまうという方も相当数いらっしゃるのだろうなという認識ではいるところでござい

ます。 

○渡辺会長 野もと委員、どうぞ。 

○野もと委員 分かりました。そうしますと入管との連携はとても大事になるかと思います。

恐らく出国をする手続というのはあまりされてない可能性も高いのではないかなと思いま

して、私は、JICAボランティアで２年間アフリカへ行って活動してきましたけれども、帰

国するときに果たしてその手続をその国でやったかどうかという記憶がなくて、恐らくパ

スポートが帰国したことが分かる一番大事な話なのかなと思っていますので、出国した場

合はすぐ自治体が把握するというところを国とこれまで以上に連携をとっていただくこと

がこの課題にはとても大事な話かなというふうに私も思いました。 

  また、医療保険年金課の皆様には、新宿区の特徴としまして、転出入等の資格の異動が激

しい中、保険料納付に対してお一人一人、また一世帯一世帯ごとにお支払いが困難な場合

に状況をお聞きし、必要に応じて生活困窮者の場合は生活福祉課に御案内したり、分割納

付の相談をしていただきながら丁寧に御案内していただいておりまして、本当にありがた

く思っております。 

  私からは前納制についてですけれども、先ほど大津委員からも技能実習生の場合という話

がありまして、確かに実態を見ていただくのも大事かなと思います。外国人の場合はお仕

事でいらっしゃった場合は基本的に職域を対象とする健康保険や各種共済組合に入られる

というのがあると思いまして、国民健康保険ではない場合もありますから、また、新宿区

の場合、どのような外国人の方が国保に入られるか、恐らく留学生の方が多いのではない

かなと思います。この辺、どういった方が多いかというのは何か資料やデータはあるので

しょうか。 
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○渡辺会長 医療保険年金課長。 

○井出医療保険年金課長 一応外国籍に関しましては、在留の資格というところで住基の中で

把握をしている部分がありまして、そこからデータで国保に入っている方の在留資格は何

なのかという統計を取っている中では、やはり留学生の数が一番多いというところでござ

いまして、あとは特定活動ですとか、確かに技能実習というところの方もあるんですけれ

ども、新宿の場合はかなりバラエティーというか、様々な資格があるかなというところで

ございます。 

  なお、直近の統計によると、２月時点で技能実習生が18名というところでございます。

ちょっと少ないかなというところです。 

○渡辺会長 野もと委員。 

○野もと委員 先ほど大津委員からもありましたように、技能実習生に関してもちょっとよく

見ていただく必要があるかと思います。 

  話は戻りますけれども、留学生につきましては日本語学校に行かれている方、各種専門学

校、大学、大学院等いらっしゃるかと思います。学費というのは基本的に前期、後期もあ

るかもしれませんが、入学金も含めて前期分を前納してくださいというのが基本的な学校

のスタンスかと思います。また、アパートを借りるときも敷金、礼金、あるところとない

ところがあると思いますが、また、前家賃等もしっかりお支払いをいただいているという

流れになっていると思います。 

  区役所４階では、多くの外国人と思われる方が手続に並んでいらっしゃるのを私も見てお

りまして、団体でいらっしゃっている場合は学校などの担当者が案内をしているような様

子も見受けられるのですけれども、ここで伺いますが、学校などの担当者に、国民健康保

険が病気になったときに命を守るためのものであり、日本は皆保険制度であることなんか

もぜひお伝えいただきたいと思うんですけれども、現状はいかがなんでしょうか。 

○渡辺会長 医療保険年金課長。 

○井出医療保険年金課長 ４月ですとか、基本的に入学の時期、また、９月、外国は９月入学

の時期というところで、その時期は１階の窓口は大変に混雑をしまして、戸籍住民課の窓

口においては別室を用意して、事前に手続の用紙とかをお渡しして、ワンストップででき

るように配慮がなされていると聞いております。 

  そういったところが今後どういう形でやっていくか、また、先ほどの保険料の負担に関し

ては、当然手続はそういった形でしていただく。ただし、保険料の負担というのは個々人
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の責任という形になっているようなので、今現在、国のほうの「外国人の受入れ・秩序あ

る共生のための総合的対応策」の中には、受入れの教育機関が、海外から来た方の加入手

続きだけではなくて、そういった保険料負担についての教育までをしっかりマネジメント

する取組を始めるという形で聞いておりますので、区内の日本語学校ですとか、大学です

とか、そういったところから、医療保険のほうにレクチャーとかアドバイスが欲しいとい

うことであれば、積極的に協働してまいりたいというところでございます。 

○渡辺会長 野もと委員。 

○野もと委員 とても大事なことだと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  国民健康保険をお支払いいただいてない、特に留学生に関しましては個々に様々な事情が

ある場合もあるかもしれません。しかしながら、口コミで国民健康保険を未納しても大丈

夫だというようなことが広がってしまうと、次に新しく来る留学生もそう思ってしまう。

留学生は必死ですから、料理店はどこがおいしいとか、どこで何々が安いですとか、どこ

のアパートがいいとか、そういうのは必死に情報を求めていますから、そういう悪い口コ

ミがあるともう払わなくていいと決めちゃいますから、そうならないような循環をぜひお

願いしたいと思います。 

  このままでは外国人のイメージが本当に下がってしまいます。国民健康保険料をしっかり

納めていただいて、信頼関係を築いていくことが大事であるかと思いますのでよろしくお

願いいたします。また、外国人、日本人を問わず、国民健康保険制度は医師、歯科医師、

薬剤師などの医療従事者の方々が日々診療に従事してくださっているから成り立っている

制度でありますので、日本の医療制度を維持するためにも大事なものであるということも

周知をぜひお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○渡辺会長 ほかに御質問ある方。 

  では、三沢委員、どうぞ。 

○三沢委員 すみません、三沢です。 

  様々、新宿区におきましてもこれまで収納率等、23区の中でなかなか厳しいという部分

で滞納対策課をつくっていただき、先ほど、多々努力して訪問もされているということで

大変感謝しております。私自身も区民相談の中で、滞納している方の相談も親身になって、

この前も窓口で相談していただいて、払う気がある中でも払えない状況の中の方もいると

いう部分も確認もさせていただきます。 
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  あと一つなんですが、今回、保険料が値上がるという部分で、特に子ども・子育て支援納

付金の部分が始まるということで、やはりここの部分の周知というのは大変重要だと思っ

ております。今ネット等でもかなりここの部分、いろいろ騒がれてはおりますが、ほかの

委員も言っておりましたが、運営する中で致し方ない部分もあるのですが、ぜひとも区民

の皆様、周知という部分はなるべく早くいろいろと分かる範囲で周知していただければと

思いますが、その点についていかがでしょうか。 

○渡辺会長 医療保険年金課長。 

○井出医療保険年金課長 子ども・子育て支援金のほうの徴収開始というところは大きな出来

事というところで、当然のことながら、区民の方、それから、国民健康保険に加入してい

る方に対する周知というのは重要だと考えております。 

  区においても、現在持っているあらゆる手段を用いて、新しくこういった制度が始まるの

で御理解くださいというお話をさせていただきますし、また、国のほうとしてもそういっ

たところは区市町村任せにせずに、自分のところでコールセンターを設置して、リーフレ

ットとかポスターを作ってというところで、その素材自体を区市町村のほうで利用してい

ただいてというところがございますので、コールセンターの周知もそうですし、また、国

が作ったリーフレットとかポスターは電子媒体で配布をされますので、そういったところ

をどういった形で活用できるのかといったところをしっかり考えて、これも国民健康保険

だけではなくて、後期高齢の部分もございますので、併せて両者がしっかり取り組む中で、

周知に関しては万全を期してまいりたいというところでございます。 

○渡辺会長 三沢委員、どうぞ。 

○三澤委員 ありがとうございます。 

  本当にいろいろ周知の部分もそうですし、先ほど他の委員から出ていました、今後、収納

率の部分でも外国人の方なのか、はたまた若い方なのかという部分では、私も分析は重要

だと思っておりますし、その分析によってどこがどういうふうにしたら収納率がアップす

るのかなという部分では国民健康保険の運営に関しては大変重要だと思っておりますので、

今後もしっかりとよろしくお願いをいたします。 

  以上です。 

○渡辺会長 渡辺みちたか委員、どうぞ。 

○渡辺委員 一言だけ。今日、多くの委員の皆さんから出国とか入管とか、転居とかそういう

キーワードのお話があったと思うんですが、これ、実は所管の事務としては医療保険年金
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課ではなくて、住所地の話なので戸籍住民課の話なんです。医療保険年金課は新宿区に住

所がある方に対して国保の被保険者に対して関連する事務を行うというのが原理原則です

ので、今日、本当はこういった話は戸籍住民課長にもぜひ聞いていただきたかった議論な

んです。なので、医療保険年金課長、週明け、戻ったら、必ず今日こういう話があったと、

あなたの所管事務のせいでこれだけ多くのことを言われているんだと、必ず戸籍住民課の

ほうにも伝えてください。区長と副区長もいる前で発言しましたので、ぜひ伝えていただ

ければと思います。 

  答弁は要らないです。 

○渡辺会長 ほかに御質問ある方、よろしいですか。 

  ただいま公益を代表する委員の皆様から多々御意見がございました。 

  最後に、改めて全委員員の皆さんのお伺いさせていただきます。これらの意見を受けまし

てほかに御意見等ございますでしょうか。 

  森委員、どうぞ。 

○森委員 森です。 

  ちょっと今お話を聞いていて、外国人の方が納めている国民健康保険のお金と、自治体が

支払っているお金については、そういった表というのはあるのでしょうか。 

○渡辺会長 医療保険年金課長。 

○井出医療保険年金課長 今保険料の賦課した金額が幾らか、納付した金額が幾らか、また収

納率のパーセンテージに関しましては「新宿区国民健康保険の現状と取組み」に記載し、

ホームページにも掲載していますが、外国籍の方の医療費に関しては公表しているデータ

には載ってないというところでございます。 

○渡辺会長 森委員、どうぞ。 

○森委員 はい、分かりました。外国人の人があまり納めないで、我々の税金を使って、健康

保険を使っているようなイメージがあるのですけれども、実際はどうなのかと今お話の中

で、そうではないよという話があったのでどうなのかなと思ってちょっと聞いてみました。 

  以上です。 

○渡辺会長 よろしいですか。 

○森委員 はい。 

○渡辺会長 ほかに御質問のある方、いらっしゃいますでしょうか。 

  よろしいですか。 
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  ありがとうございました。 

  以上で諮問事項に係る質疑を終了といたします。 

  それでは、ただいまより諮問事項に対する答申についてお諮りをいたします。 

  今日会場にお集まりの委員の皆様には、諮問事項ごとに挙手による採決を行いたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○渡辺会長 異議なしとのことでございます。 

  それでは、採決に入ります。 

  まず、１点目の諮問事項「新宿区国民健康保険料率の改定について」、賛成の方は挙手を

お願いします。 

（賛成者挙手） 

○渡辺会長 ありがとうございます。 

  賛成多数でございますので、本諮問事項を「適当と認める」旨、答申することと決定いた

します。 

  次に、２点目の諮問事項「低所得者の保険料の減額基準の改定について」、賛成の方は挙

手を願います。 

（賛成者挙手） 

○渡辺会長 ありがとうございます。 

  賛成全員でございますので、本諮問事項を「適当と認める」旨、答申することと決定しま

す。 

  次に、３点目の諮問事項「新宿区国民健康保険料における前納制の導入について」、賛成

の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

○渡辺会長 ありがとうございました。 

  賛成多数でございますので、本諮問事項を「適当と認める」旨、答申することと決定しま

す。 

  以上で本日の予定していた審議は全て終了となります。 

  最後に、新宿区から御発言等ございましょうか。 

  区長。 

○吉住区長 本日は３件の諮問事項がございましたが、活発な御議論をいただきまして、誠に
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ありがとうございました。 

  社会保障制度としてのこの国民健康保険の制度を維持していくために必要なコストとして

本日諮問させていただいた案件、御承諾いただきまして、誠にありがとうございます。本

日の答申の趣旨を受けまして、令和８年第１回定例会に、新宿区国民健康保険条例の一部

を改正する条例案を提出させていただきます。 

  年度末のお忙しい中御出席を賜り、誠にありがとうございました。 

○渡辺会長 それでは、これをもちまして、本日の令和７年度第２回新宿区国民健康保険運営

協議会を閉会します。 

  委員の皆様、年度末のお忙しい中御協力ありがとうございました。 

午後４時３６分閉会 

 


